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平成22年 2月 26日

各都道府県へき地保健医療対策担当者 様

厚生労働省医政局指導課

救急・周産期医療等対策室長

'へき地医療拠点病院について

日頃より、医療行政に御理解と御協力を賜り、ありがとうございます。

さて、へき地医療拠点病院については、現在開催中の「へき地保健医療対策検討会Jにお

いて実施した調査により、病院や地域ごとに濃淡があり、へき地に対する医療活動を事実上

実施できていない病院も存在していることが明らかになったところです。へき地医療拠点病

院は、へき地の住民に対する医療提供及びその支援 (以下「へき地医療活動」というし)を
行うという重要な役割を担っています。このため、,厚生労働省においては、下記のとおり、
「へき地保健医療対策事業実施要綱J(平成 13年 5月 16日 付け医政発第 529号。以下「要

綱」という。)を改正し、へき地医療拠点病院の指定要件を見直し、平成 22年 4月 1日 から

適用する予定としております。               ・

つきましては、各都道府県におかれては、要綱の改正内容及び留意事項について、あらか

じめ御了知の上、管内のへき地医療拠点病院等への周知方よろしくお願いいたします。また、

各都道府県において、要綱の改正の趣旨を踏まえ、管内のへき地医療拠点病院のへき地医療

活動の状況等を把握し、.各病院がへき地医療活動を実施するのに必要な指導及び支援を行っ

ていただきますようお願いし
'ヽ

たします。                .
なお、へき地医療拠点病院の在り方については、「へき地保健医療対策検討会」において

議論されており、引き続き、平成 22年度に厚生労働科学研究班で検討を行う予定としていま

す。

記ロ

第1 「へき地保健医療対策事業実施要綱」の改正内容

「へき地保健医療対策事業実施要綱」を別紙のとおり改正し、平成22年 4月 1日 から

適用する予定であること。

これにより、へき地医療拠点病院運営事業、へき地医療拠点病院施設整備事業及びヘ

き地医療拠点病院設備整備事業の補助対象となるへき地医療拠点病院については、都道

府県知事が、、き地医療支援機構の指導・調整の下に次に掲げる事業 (ア 、イスは力の

いずれかの事業は必須)を実施した実績を有する病院又はこれらの事業を当該年度に実

施できると認められる病院をへき地医療拠点病院として指定する場合の当該病院となる



/
/

/
こと。

ア 巡回診療等によるへき地住民の医療確保に関すること。
イ ヘき地診療所等への代診医等の派遣 (継続的な医師派遣を含む。)及び技術指導、
援助に関すること。

ウ 特例措置許可病院への医師の派遣に関すること。
工 派遣医師等の確保に関すること。

オ ヘき地の医療従事者に対する研修及び研究施設の提供に関すること。
力 遠隔医療等の各種診療支援に関すること。

キ その他都道府県及び市町村がへき地における医療確保のため実施する事業に対す
る協力に関すること。

第2 留意事項

(1)各都道府県においては、新たにへき地医療拠点病院を指定する場合は、要綱の改正を
踏まえ、へき地医療活動を実施した実績を有するか否か、又はへき地医療活動を当該年
度に実施できると認められるか否かを精査した上で指定を行うこと。また、各都道府県
においては、新たにへき地医療拠点病院を指定しようとする場合は、事前に厚生労働省
医車局指導課救急・周産期医療等対策室助成係まで連絡・相談いただきたいこと。

(2)各都道府県においては、必要な指導及び支援を行つた後も、へき地医療拠点病院がヘ
き地医療活動を実施しない場合又は実施できると認められない場合において、へき地医
療拠点病院の指定を取り消そうとするときは、事前に厚生労働省医政局指導課救急 `周

産期医療等対策室助成係まで連絡・相談いただきたいこと。

(参考)

。 平成 22年度の診療報酬改定により、へき地医療黎点病院の指定を受けている病院につい
ては、DPCの 「地域医療への貢献に係る評価」において、 1ポィントの加′点が行われる
こととされています。

照会先
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へき地保健医療対策事業実施要綱の改正について

【へき地医療対策事棠実施要細】

囲 制

現行 改正後

(3)へき地医療拠点病院の指定

都道府県知事は、原則として医療機関の

ない地域で、当該地区め中心的な場所を起

点としておおむね半径 4hの区域内に5

0人以上が居住している地区であって、か

つ容易に医療機関を利用することができ

ない地区 (以下「無医地区Jと いう。)及

び無医地区ではないが、これに準じて医療

の確保が必要と都道府県知 事が判断し、

厚生労働大臣に協議し適当と認めた地区

(以下「無医地区に理じる地区」という。)

を対象として、機構の指導‐調整の下に巡

回診療、へき地診療所等への医師派遣、ヘ

き地診療所の医師等の休暇時等における

代替医師等の派遣等全■地における医療

活動を継続的に実施できると認められる

病院をへき地医療拠点病院として指定す

る ものとする。

(4)事業の内容

へき地医療拠点病院は、へき地医療支援

機構の指導・調整の下に次に掲げる事業を

行うものとする。

ア 巡回診療等によるへき地住民の医

療確保に関すること。
｀

イ ヘき地診療所等への代診医等の派

遣及び技術指導、援助に関すること。

(ウ ～オ 略)

力 遠隔医療等の各種診療支援に関す

ること。    ・

(3)へき地医療拠点病院の指定

都道府県知事は、原則として医療機関の

ない地域で、当該地区の中心的な場所を起

点としておおむね半径 4hの 区域内に 5

0人以上が居住している地区であって、か

つ容易に医療機関を利用することができ

ない地区 (以下「無医地区」という。)及

び無医地区ではないが、これに準じて医療

の確保が必要と都道府県知事が半」断し、厚

生労働大臣に協議し適当と認めた地区 (以

下「無医地区に準じる地区Jと いう。りを

対象として、機構の指導 。調整の下に巡回

診療、へき地診療所等への医師派遣、へき

地診療所の医師等の体暇時等における代

替医師等の派遣等の (4)に掲げる蔓業

((4)ア、イ又は力のいずれかの事業は

必須)を実施した実績を有する工はこれら

墾 菫上当該年度に実施できると認めら

れる病院をへき地医療拠点病院として指

定するものとする。

(4)事業の内容

へき地医療拠点病院は、へき地医療支援

機構の指導。調整の下に次に掲げる事業を

行うものとする。

ア 巡回診療等によるへき地住民の医

療確保に関すること。

イ ヘき地診療所等への代診医等の派

遣 (継続的な医師派遣も含む)及び技

術指導、援助に関すること:

(ク～オ 略)

力 遠隔医療等の各種診療支援に関する

こと.


